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－ニア・イズ・ベターのさらなる徹底－（区政編） 

【改革の柱１】地域社会における住民自治の拡充 

 

柱 1-Ⅰ-ア 人と人とのつながりづくり 

 

30 年度目標の達成状況 

目標 30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

身近な地域でのつながり
に関して肯定的に感じて
いる区民の割合 

29 年度 30％ 

30 年度  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元年度 

 

24 区中 3 区で目標値を上回った。 
 

上段：目標、下段：実績 

未達成 
 

港区、大正
区、浪速区の
３区が達成 

変更なし 
 
（理由） 
30 年度目標の全区達成
には至らなかったが、各
区において元年度の目標
達成に向けて引き続き取
り組んでいくため。 
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取組の実施状況 

30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

①人と人とのつながりづ
くりのための取組への
支援 

・全区において、人のつな
がりの大切さについて
の啓発や、地域活動の
周知等の情報発信を行
う。 

・ＨＰ、ＳＮＳ（Face 
book、Twitter など）や
広報紙・掲示板等の多
様な媒体を活用して、
人のつながりの大切さ
についての啓発、地域
活動の周知や、地域活
動への参加、自治会等
への加入の呼びかけ等
に関する情報発信を実
施あるいは強化する。 

・マンション住民を対象
に、防災や子育て支援
などの身近な課題を通
じて、地域活動への参
加やコミュニティづく
りに向けて支援する。 

・転入者への転入時の案
内などの機会を捉え
て、地域活動への参加
や自治会・町内会への
加入促進の取組をさら
に強化する。 

・全区において、人のつなが
りの大切さについての啓
発や、地域活動の周知等の
情報発信を行った。一部の
区では、区民が多く集う区
民カーニバルや区民まつ
りなどの場などを活用し
行った。 

・ Ｈ Ｐ や 、 Facebook 、
Twitter、instagram、LINE
などのＳＮＳや広報紙・掲
示板等多様な媒体を活用
して、人のつながりの大切
さについて啓発、地域活動
の周知や地域活動への参
加、自治会等への加入の呼
びかけ等に関する情報発
信を行った。一部の区で
は、ケーブルテレビと連携
し、地域活動協議会や同会
長会の紹介、地域の各種イ
ベント紹介を実施した。 

・マンション住民を対象に、
防災講座の開催をはじめ、
防災のワークショップの
運営への支援や親子が集
う場での子育て支援情報
の紹介など地域活動への
参加やコミュニティづく
りに向けた取組を実施し
た。一部の区では、マン
ション防災を推進する専
門職員による出前講座な
どを行い、自主防災組織構
築に向けた取組を行った。 

・転入者への転入時の案内な
どの機会を捉えて、地域活
動への参加や自治会・町内
会への加入促進の取組を
強化した。一部の区では、
転入者が訪れる住民情報・
保険年金待合フロアに地
域活動協議会ブースを新
設し、構成団体の事業やイ
ベントを紹介するととも
に、地域活動協議会の存在
と必要性、参画メリットを
アピールした。また、案内
パンフレットの多言語化
に取り組んだ。 

 

・さまざまな広
報ツールを活
用して、幅広く
情報発信する
必要がある。 

・新しく住民と
なった方やこ
れまで地域活
動に積極的で
なかった方、若
い世代など、多
様な層に情報
が届くように
する必要があ
る。 

・全区において、引き続き、
人のつながりの大切さ
についての啓発や、地域
活動の周知等の情報発
信を行う。また、若い世
代やマンション住民、こ
れまで地域活動への関
わりが薄かった人たち
などにも情報が届くよ
う強化する。（通年） 

・全区において、引き続き、
Ｈ Ｐ や Facebook 、
Twitter 、 instagram 、
LINE などの SNS や広
報紙・掲示板等の多様な
媒体を活用して、人のつ
ながりの大切さについ
ての啓発、地域活動の周
知や、地域活動への参
加、自治会等への加入の
呼びかけ等に関する情
報発信を実施あるいは
強化する。（通年） 

・引き続き、マンション住
民を対象に、防災や子育
て支援などの身近な課
題を通じて、地域活動へ
の参加やコミュニティ
づくりなど地域とのつ
ながりの促進に向けて
さらに支援する。（通年） 

・特に若い世代や転入者に
地域活動への参加や自
治会・町内会の情報が届
き、加入が促進される取
組をさらに強化する。
（通年） 

 

  

※各区状況については、[別冊]をご覧ください。 
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柱1-Ⅱ-ア 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

 

30 年度目標の達成状況 

目標 30 年度実績 30 年度目標
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

①自治会、町内会単位（第
一層）の活動への支援 

自治会・町内会単位の活動
に参加している区民のう
ち、自治会・町内会単位の
活動に対する市からの支
援が役に立っていると感
じている区民の割合 

29 年度 
自治会・町内会単位の活動
への支援策の策定、着手可
能なものから実施 

30 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 区中 23 区で目標値を上回っ
た。 
 

上段：目標、下段：実績 

未達成 
西成区が未
達成 

 

30 年度目標の全区達成には
至らなかったが、19 区にお
いて元年度目標を上方修正
する。 

枠線あり：目標修正区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（理由） 
北区、都島区、福島区、此花
区、西区、港区、大正区、天
王寺区、浪速区、西淀川区、
淀川区、東成区、生野区、旭
区、城東区、鶴見区、住之江
区、東住吉区、平野区につい
て、30 年度実績が元年度目
標を上回ったため。 
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目標 30 年度実績 30 年度目標
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

②地縁型団体が行う活動
に参加している区民の
割合 

29 年度 15％ 

30 年度  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元年度 
 

24 区中 8 区で目標値以上となっ
た。 
 

上段：目標、下段：実績 

未達成 
 

此花区、西
区、東成区、
生野区、旭
区、鶴見区、
平野区、西成
区の８区が
達成 

変更なし 
 
（理由） 
30 年度目標の全区達成
には至らなかったが、各
区において元年度の目標
達成に向けて引き続き取
り組んでいくため。 
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目標 30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

③各団体により地域の特
性や課題に応じた活動
が進められていると感
じている区民の割合 

29 年度 40％ 
30 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元年度 
 

24 区中 14 区で目標値を上回っ
た。 
 

上段：目標、下段:実績 

 
 

未達成 
 

北区、福島
区、天王寺
区、浪速区、
淀川区、東淀
川区、鶴見
区、阿倍野
区、住之江
区、西成区の
10 区が未達
成 

30 年度目標の全区達成には
至らなかったが、11 区にお
いて元年度目標を上方修正
する。 

枠線あり：目標修正区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（理由） 
都島区、西区、港区、大正区、
西淀川区、東成区、生野区、
旭区、城東区、東住吉区、平
野区について、30 年度実績
が元年度目標を上回ったた
め。 
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取組の実施状況 

30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

①自治会、町内会単位（第
一層）の活動への支援 

・区長会議安全・環境・防
災部会において、調査を
行った各区における第
一層の活動実態や区か
らの支援内容、課題等に
ついて集約し、全区で情
報共有するとともに、各
区が把握している課題
のうち、部会で検討を要
するものがあれば、対応
策を検討する。 

・各区の実情に応じて、自
治会・町内会単位（第一
層）の活動への支援を行
う。 

・自治会・町内会への加入
促進に向けたチラシや
地域活動参加を促す案
内パンフレットを作成
し、転入者等に対し配布
して参加を呼びかける。 

・一部の区では、マンショ
ン住民を対象としたコ
ミュニティ形成支援の
効果的な取組を検討す
るとともに、防災訓練や
防災講座等をきっかけ
として、自治会・町内会
への加入促進やコミュ
ニティ形成に向けた支
援を行う。 

・区長会議安全・環境・防災部会
において、各区における第一
層の活動実態や区からの支援
内容、課題等について調査を
行い、全区で情報共有を行っ
た。 

・各区の実情に応じて、自治会・
町内会単位（第一層）の活動へ
の支援を行った。一部の区で
は、町会（第一層）の行事にお
いて、住みます芸人の派遣を
行い、地域でのつながりづく
り活動の支援を行ったり、職
員が地域に出向き、課題や地
域のニーズ把握を行った。 

・転入者や子育て層、区民まつり
参加者等に対し、自治会・町内
会への加入促進に向けたチラ
シや地域活動参加を促す案内
パンフレットを作成し、配布
して参加を呼びかけた。一部
の区では、来庁する区民に対
し、モニター（行政情報広告画
面）を用いて自治会・町内会へ
の加入を呼びかけた。 

・一部の区では、マンション住民
を対象とし、防災講座の事業
案内のＤＭ送付を行ったり、
防災研修会を地域と連携して
実施するなど、防災関係の取
組をきっかけとして、自治会・
町内会への加入促進やコミュ
ニティ形成に向けた支援を
行った。 

・一部の区では、マンション建設
時の自治会組織形成支援につ
いて検討にとどまったため、
取組の再構築を行い、防災訓
練や夏まつり等の場を活用
し、町会加入等のチラシ等を
渡すこととした。 

・地域活動への
参加を促すた
め、活動内容
や加入促進の
効果的な発信
を工夫する必
要がある。依
然として発信
の弱い町内会
がある。 

・一部の区で
は、マンショ
ン住民や転入
者と町内会の
つながりが希
薄で、地域活
動に関する関
心が低い。 

・引き続き、各区におけ
る第一層の活動実態
や区からの支援内
容、課題等を集約し、
全区で情報共有する
とともに、各区が把
握している課題のう
ち、区長会議安全・環
境・防災部会で検討
を要するものがあれ
ば、対応策を検討す
る。（通年） 

・引き続き、各区の実情
に応じて、自治会・町
内会単位（第一層）の
活動への支援を行
う。（通年） 

・引き続き、自治会・町
内会への加入促進に
向けたチラシや地域
活動参加を促す案内
パンフレットを作成
し、転入者等に対し
配布して参加を呼び
かけるとともに、町
内会などの活動状況
等について発信、周
知していく。（通年） 

・一部の区では、マン
ション住民を対象と
したコミュニティ形
成支援の効果的な取
組を検討するととも
に、引き続き、防災訓
練や防災講座等を
きっかけとして、自
治会・町内会への加
入促進やコミュニ
ティ形成に向けた支
援を行う。また、マン
ション内コミュニ
ティを周辺地域のコ
ミュニティや活動に
つなげていく。（通
年） 

②地域リーダーの活躍促進 

・グリーンコーディネー
ターについては、区長会
議まちづくり・にぎわい
部会において、各区の取
組情報を適宜収集し、取
りまとめ、24 区で共有
することにより、区役所
と建設局の相互連携を
進め、各種取組の実効
性・有効性をより高めて
いく。 

・子ども会指導者・育成者
については、区長会議こ
ども・教育部会におい
て、各区の子ども会の状

・グリーンコーディネーターに
ついては、局において新たな
制度実施要綱（30 年４月１日
制定）に基づく登録移行手続
きを行い、各区へ登録情報を
提供した。 
３月末に実施した各区への制
度実施要綱の説明会を、担当者
の異動に伴い、再度８月に実施
した。 
局から提供された登録情報を
各区において活用し、活動休止
中のグリーンコーディネー
ターへ声かけを行い、各区の事
業等に参加してもらうなど、活
躍の場の創出、拡充に努めた。 

・一部の区では
区事業と直接
関わりのない
グリーンコー
ディネーター
に対し、活動
への働きかけ
が不十分であ
るため、引き
続き、各区と
局が連携しな
がらグリーン
コーディネー
ターの活躍の
場の創出・拡
充を図ってい
く 必 要 が あ

・区におけるグリーン
コーディネーターの
活動について、区広
報紙等への記事掲載
を通じて区民への周
知を図る。先進的な
区の事例を参考とし
ながら、各区が持続
的な緑化普及啓発事
業に取り組む。 

今後も、各区と局が
互いに役割分担を認
識しながら相互に連
携することで、グ
リーンコーディネー
ターの活躍の場の創

※各区状況については、[別冊]をご覧ください。 
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
況や課題を踏まえ、行政
と子ども会がどのよう
な連携ができるのか検
討する。 

・全区において、関係部局
と連携し、地域リーダー
本人の意向に基づき活
躍の場につなげるよう
取り組む。 

・一部の区では、地域防災
リーダーの活躍促進に
向けて、情報共有会や訓
練・研修会などを実施す
る。 

各区における緑化普及啓発に
関する取組を取りまとめ、全区
役所と情報共有を図った。 

・子ども会指導者・育成者につい
ては、子ども会との連携につ
いて、各区が実情に応じて検
討する際の参考となるよう、
こども青少年局が区と子ども
会との連携事例について各区
へ照会し、取りまとめた結果
を全区へ情報提供した。 

区ごとに状況が異なっており
全市統一した方向性を示すこ
とはできないため、子ども会と
の連携については、各区が実情
に応じて検討していくことと
し、30 年度で検討を終了した。 

・全区において、関係部局と連携
し、地域リーダー本人の意向
に基づき活躍の場につなげる
よう取り組んだ。一部の区で
は、グリーンコーディネー
ターの活躍促進に向けて、
ホームページに活動状況を掲
載したり、区・局・グリーン
コーディネーターによる意見
交換会を実施した。 

・一部の区では、地域防災リー
ダーの活躍促進に向けて、情
報共有会や訓練・研修会など
を実施した。 

る。 出・拡充を図る。（通
年） 

・引き続き、全区におい
て、関係部局と連携
し、地域リーダー本
人の意向に基づき活
躍の場につなげるよ
う取り組む。（通年） 

・引き続き、一部の区で
は、地域防災リー
ダーの活躍促進に向
けて、情報共有会や
訓練・研修会などを
実施する。（通年） 

③気軽に活動に参加できる
機会の提供 

・全区において、誰もが気
軽に参加できる場や活
動等のきっかけとなる
ような情報を収集し、発
信する。 

・全区において、区役所や
まちづくりセンター等
の広報紙、ホームペー
ジ、ＳＮＳ等の多様な広
報媒体やイベント等を
通じて広く発信し、参加
を広く呼びかける。 

・各地域活動協議会や中間
支援組織等と連携し、多
様な広報ツールを活用
したきめ細かな市民活
動情報の発信を行う。 

・地縁型団体の会議等で活
動目的を改めて確認す
る機会を設け、さらに誰
もが気軽に参加できる
ようにする仕組みや工
夫に関する情報提供を
行う。 

・地域課題等について参加
者が自由に意見を述べ
ることができる場を開
催し、これまで地域に関

・全区において、防災訓練、地域
清掃活動等の誰もが気軽に参
加できる場や活動等のきっか
けとなるような情報を収集
し、発信した。 

・全区において、区役所やまちづ
くりセンター等の広報紙、
ホームページ、ＳＮＳ、掲示板
等の多様な広報媒体やイベン
ト等を通じて広く発信し、参
加を広く呼びかけた。 

・各地域活動協議会や中間支援
組織等と連携し、多様な広報
ツールを活用したきめ細かな
市民活動情報の発信を行っ
た。 

・一部の区では、ケーブルテレビ
と連携し、地域活動協議会や
同会長会の紹介、地域の各種
イベント紹介を実施した。 

・一部の区では、地域の祭り運営
ボランティア募集により地域
活動に参加するようになった
事例の紹介をはじめ、地縁型
団体の会議等で活動目的を改
めて確認する機会を設け、さ
らに誰もが気軽に参加できる
ようにする仕組みや工夫に関
する情報提供を行った。 

・一部の区では、区内で定期的に
開催されている企業やＮＰＯ

・ターゲットに
合わせて情報
発信の手法を
検討する必要
がある。 

・参加につなが
るような発信
内容の工夫が
必要である。 

 

・全区において、引き続
き、誰もが気軽に参
加できる場や活動等
のきっかけとなるよ
うな情報を収集し、
発信する。（通年） 

・全区において、地域活
動協議会や中間支援
組織等と連携し、区
役所やまちづくりセ
ンター等の広報紙、
ホームページ、ＳＮ
Ｓ等の多様な広報媒
体やイベント等を通
じて市民活動の情報
を広く発信し、参加
を広く呼びかける。
（通年） 

・情報の発信にあたっ
ては、参加につなが
るよう、ターゲット
に応じた手法や発信
内容の工夫を行う。
（通年） 

・引き続き、地縁型団体
の会議等で活動目的
を改めて確認する機
会を設け、さらに誰
もが気軽に参加でき
るようにする仕組み
や工夫に関する情報
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
わりの少なかった区民
の地域活動への参加を
支援する。 

等の各団体や活動者が集まる
異業種交流会について、地域
住民や区内のものづくり企業
へ積極的な声かけを実施し、
拡大して実施した。 

提供を行う。（通年） 

・引き続き、地域課題等
について参加者が自
由に意見を述べるこ
とができる場を開催
し、これまで地域に
関わりの少なかった
区民の地域活動への
参加を支援する。（通
年） 

④ＩＣＴを活用したきっか
けづくり 

・ＳＮＳなどのＩＣＴを活
用して、区主催のイベン
ト等の情報や、地域活
動・地域団体等の情報を
発信し活動への参加を
呼びかける。 

・一部の区では、地域活動
の担い手の、ＳＮＳの活
用などＩＣＴスキルの
向上に向け、中間支援組
織を通じた支援を強化
する。 

・一部の区では、各地域活
動 協 議 会 な ど へ
CivicTech 活動の情報発
信を行う。 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、
CivicTech 活動などの情
報発信に関する各区に
おける取組を把握し、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有する。 

 

・ＳＮＳなどのＩＣＴを活用し
て、区主催のイベント等の情
報や、地域活動・地域団体等へ
の情報を発信し活動への参加
を呼びかけた。 

・一部の区では、地域活動の担い
手の、ＳＮＳの活用などＩＣ
Ｔスキルの向上に向け、ＩＣ
Ｔを活用した情報発信に関す
る支援を行った。 

・一部の区では、区ホームページ
や Facebook で、CivicTech 活
動の情報発信を行った。 

・各区が取組の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要な対策を
検討する際に活用できるよ
う、CivicTech 活動などの情報
発信に関する各区における取
組を把握し、区長会議安全・環
境・防災部会において、各区の
取組内容を共有した。 

・一部の区では、ＧＩＳを活用し
て、「こども 110 番の家」協力
家庭の地図表示に加え、犯罪
発生情報を地図上と一覧表に
集約して発信することとして
いたが、ＧＩＳの活用が容易
でないことから見直すことと
し 、 犯 罪 情 報 を Ｈ Ｐ や
Twitter、Facebook で随時情報
発信し防犯意識を高め、安全・
安心に向けた地域活動への参
加の機会として「こども 110番
の家」への協力についてもＩ
ＣＴを活用して呼びかけた。 

・地域活動の担
い手のＩＣＴ
スキルのさら
なる向上に向
けた取組が必
要である。 

 

・引き続き、ＳＮＳなど
のＩＣＴを活用し
て、区主催のイベン
ト等の情報や、地域
活動・地域団体等の
情報を発信し活動へ
の参加を呼びかけ
る。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、地域活動の担い
手の、ＳＮＳの活用
などＩＣＴスキルの
向上に向け、ＩＣＴ
を活用した情報発信
に関する支援を継続
して行う。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、各地域活動協議
会などへ CivicTech
活動の情報発信を行
う。（通年） 

・各区が取組の進捗状
況・目標達成状況に
応じて必要な対策を
検討する際に活用で
きるよう、各区にお
けるＩＣＴを活用し
た地域住民への情報
発信や対話を進める
取組を把握し、区長
会議安全・環境・防災
部会において、各区
の取組内容を共有す
る。（３月） 

⑤委嘱制度の再検討 

・はぐくみネットコーディ
ネーター・生涯学習推進
員については、区長会議
こども・教育部会におい
て、分権型教育行政検討
小委員会での議論の進
展に合わせて、役割分担
や要綱案などを取りま
とめ、全区で内容を共有
する。 

・子ども家庭支援員につい
ては、区長会議こども・
教育部会において、31 年
３月を目途に役割を再
検討し、24 区で共有す

・はぐくみネットコーディネー
ター及び生涯学習推進員につ
いては、上半期は分権型教育
行政検討小委員会において議
論し一定取りまとめ、下半期
は地域学校協働活動推進ワー
キンググループの進捗管理を
行い、はぐくみネットコー
ディネーター設置要綱の改定
や翌年度の取組について確認
したものの、委嘱制度の見直
しの完了に至らなかった。 

・子ども家庭支援員については、
各区ヒアリングにおいて、支
援員の活用状況、課題、好事例
について確認し、支援員の区
としての活用の必要性を確認

・はぐくみネッ
ト コ ー デ ィ
ネーター及び
生涯学習推進
員の委嘱制度
のあり方を検
討するには、
社会教育法・
地教行法の改
正もあり、学
校教育・社会
教育(生涯学
習)・地域活動
についての包
括的な議論が
必要であり、
教育委員会事

・地域学校協働活動推
進ワーキンググルー
プや局をまたがった
プロジェクトチーム
において、地域学校
協働活動･社会教育
に関連する事業（は
ぐくみネット事業、
学校元気アップ地域
本部事業、児童いき
いき放課後事業、地
域活動協議会、学校
協議会、生涯学習
ルーム事業など）の
あり方を検討・整理
するのに合わせ、は
ぐくみネットコー
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
る。 

・廃棄物減量等推進員につ
いては、区長会議安全・
環境・防災部会と局が連
携して、活躍促進方策
（区長委嘱など制度面
での検討を含む）につい
て検討を行う。 

・スポーツ推進委員につい
ては、区長会議まちづく
り・にぎわい部会におい
て、局が実施する各区の
実態把握に基づく業務
内容の整理の進捗状況
及び追加委嘱時に行う
公募の試行実施の状況
を把握し、段階的に検
討・実施を行う。 

・統計調査員については、
区長会議まちづくり・に
ぎわい部会において、協
力依頼を行った各大学
における 30年 10月の住
宅・土地統計調査に向け
た調査員募集方法等に
ついて統計調査ワーキ
ンググループで検証し、
その結果を含めた統計
調査員の質と量の確保
についての同ワーキン
ググループにおける検
討状況や局における取
組状況を確認する。 

＜量の確保＞ 

昨年度実施した大学へ
の協力依頼等の検証を
行うとともに、新たな
大学への働きかけを行
う。 

退職者への働きかけを
行うとともに、当該取
組の検証を行う。 

統計調査ワーキンググ
ループにおいて、その
他の調査員数拡大策に
ついて検討する。 

＜質の確保＞ 

オンライン回答率の高
い他都市事例を収集・
分析し、オンライン回
答率の向上策を検討
し、方策を取りまとめ
る。 

オンライン調査に対応
した研修を実施する。 

・民生委員・児童委員につ
いては、福祉健康部会に
おいて、各区が主体と
なって各区民生委員・児
童委員協議会と連携し
て実施する、身近な地域
での広報啓発や地域の

した。 
各区の活用状況にばらつきの
あることを踏まえ、２月の
チームリーダー会議等でも効
果的な活用方法について情報
共有を行った。 
また、２月の部会において、各
区ヒアリング結果と好事例の
紹介を行った。 

・廃棄物減量等推進員について
は、研修時や日頃の活動時に
活用する「推進員マニュアル」
について、より具体的な行動
を盛り込むなど推進員の役割
や必要性について理解を深め
ることができるよう、内容の
充実を図った。 
廃棄物減量等推進員の委嘱式
及び研修会を実施し、20 区の
委嘱式において、区長（又は副
区長）より委嘱状の授与を実
施した。 
委嘱制度について、市長委嘱・
区長委嘱を比較検討し、引き続
き市長委嘱が必要であるとの
結論に至った。 

・スポーツ推進委員については、
各区の実態調査のためのヒア
リングを実施した。 
29 年度に策定した見直しの方
針に基づき、追加委嘱の時期
（10 月、４月）に合わせて各
区において区長推薦を行うに
あたり、公募の試行実施につ
いて検討を行った。（８月～３
月） 
公募の試行実施の検討状況に
ついて各区にアンケートを実
施した。（11 月～３月） 
アンケート結果（概要）につい
て部会へ報告した。（３月） 

・統計調査委員について 
＜量の確保＞ 
昨年度協力依頼を行った大
学や 30 年住宅・土地統計調
査に従事した学生に対して
募集方法等に関するアン
ケートを実施するなど、協力
依頼の検証を行い、当該検証
結果を踏まえて、学生調査員
の体験談を掲載した学生向
け調査員募集ページを市Ｈ
Ｐに掲載するとともに、学内
イントラネットを活用した
調査員募集情報周知等を昨
年度の２大学と新たな５大
学に対して依頼した。職員退
職者に対するアンケート実
施により退職者に対する取
組の検証を行うとともに、検
証に基づき改善した募集チ

務局及び区だ
けでなく、市
民局やこども
青少年局等と
も連携が必要
である。 

・子ども家庭支
援員について
は、部会での
議論も踏まえ
た子ども家庭
支援員の活用
について、今
後とも効果検
証等に努める
必要がある。 

・スポーツ推進
委員について
は、公募の試
行実施の検討
状況を引き続
き把握すると
ともに、局が
実施した各区
の実態調査内
容を整理し、
検証を行う必
要がある。 

・統計調査委員
については、
量の確保につ
いて、登録調
査員数が伸び
悩んでいるこ
とから、多数
の統計調査員
が必要となる
２年の国勢調
査や３年経済
センサス -活
動調査に向け
て、今回取り
まとめた調査
員数拡大策に
精力的に取り
組む必要があ
る。 
質の確保につ
いては、オン
ライン回答率
の 向 上 に 向
け、引き続き、
区局で意見交
換を行いなが
ら、今年度取
りまとめた向
上策や登録調
査員の質の向
上に取り組む
必要がある。 

・民生委員・児
童委員につい
ては、元年度
の一斉改選に

ディネーター及び生
涯学習推進員の委嘱
制度や役割について
も議論を進め、部会
で一定の方向性を示
していく。（通年） 

・子ども家庭支援員に
ついては、部会での
議論も踏まえ、アウ
トリーチ型の支援の
充実のため、子ども
家庭支援員の活用に
ついて、各区の状況
をヒアリング等で確
認し、チームリー
ダー会議等で情報提
供を行う。（通年） 

・スポーツ推進委員に
ついては、公募の試
行実施の検討状況及
び局が実施する各区
担当者及びスポーツ
推進委員へのヒアリ
ング等による実態調
査内容等を整理し、
検証のうえ、29 年度
に策定した見直しの
方針に基づき、次期
委嘱に向けて検討を
行う。（通年） 

・統計調査員について
は、区長会議まちづ
くり・にぎわい部会
において、30 年度の
取組の効果検証や統
計調査ワーキンググ
ループにおける統計
調査員の質と量の確
保についての検討状
況及び局における取
組状況を確認する。 

＜量の確保＞ 
30 年度の取組の効
果検証を行い、大学
及び退職者への働
きかけについて、効
果的なものは継続
実施し、効果の乏し
いものは改善して
実施する。30 年度
に取りまとめた調
査員数拡大策につ
いて、区役所イベン
トでの募集チラシ
配布など実施可能
なものから実施し、
新聞折り込みチラ
シへの求人広告掲
載等の実施手法の
具体化など検討が
必要なものについ
ては、区と局で意見
交換を行いながら
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
実情把握、委員活動の支
援の内容を共有する。 

また、年齢要件について
は、局と関係団体等との
協議の状況などを把握
し、進捗管理を行うとと
もに、各区の意見を踏ま
えて、必要に応じて見直
しに反映させる。 

・全区において、委嘱する
市民の方に委嘱の趣旨・
目的をしっかり理解し
ていただくための取組
を進めるとともに、一人
に多くの委嘱をするこ
とがないよう配慮する。 

ラシの職員退職者説明会で
の配布（1,600 枚）や大阪市
シルバー人材センターへの
広報協力依頼を行った。統計
調査ワーキンググループを
開催し、新聞折り込みチラシ
への求人広告掲載等の調査
員数拡大策を取りまとめた。 
＜質の確保＞ 

    他都市事例の収集・分析を
行うとともに統計調査ワー
キンググループにおいて、
大学・企業等に対する学生・
従業員等へのオンライン回
答周知依頼等のオンライン
回答率向上策を取りまとめ
た。 
登録調査員を対象にオンラ
イン回答の入力実習を含む
研修を実施（参加者数：74
人）するとともに、全登録調 
査員（1,124 人）に対してオ
ンライン回答入力方法等に
関する資料を送付し、研修内
容の共有を図った。 

・民生委員・児童委員について
は、広報啓発等について、制度
創設 100 周年にあたり、大阪
府・堺市と合同で広く市民へ
の啓発活動を行うとともに、
同日各区においても一斉に啓
発活動を実施したほか、区広
報紙への掲載等に取り組ん
だ。 
また、100 周年記念大会では、
一般市民や各区で福祉活動を
されている方などの参加を 
募るとともに、活動ＰＲ映像
の上映や各区の活動状況を紹
介したパネル展などを実施し
た。 
年齢要件については、関係団
体と協議し、一定の条件を満
たす場合に限り、現行の上限
年齢（75 歳未満）を超える方
の再推薦を例外的に１期のみ
認める見直し案を取りまとめ
た。 
また、地区準備会委員等の選
任について区長マネジメント
に委ねることで、なり手不足
解消に資するような議論の活
性化に取り組んだ。 
民生委員・児童委員の推薦に
ついて要綱の改正を行った。 

・全区において、委嘱状伝達式や
研修会等の場で委嘱する市民
の方に委嘱の趣旨・目的を
しっかり理解していただくた
めの説明を行うとともに、委
嘱にあたって一人に多くの委
嘱をすることがないよう配慮

向けて、引き
続き広報啓発
に取り組んで
いく必要があ
る。 
 

検討を進める。 
＜質の確保＞ 

30 年度に取りまと
めたオンライン回
答率向上策につい
ては、世帯を調査対
象とする国勢調査
を想定したものだ
が、元年度実施予定
の事業所を対象と
する調査等におい
ても実施可能な向
上策を実施する。 
オンライン調査に
対応した登録調査
員研修について、参
加者枠を拡充した
うえで実施する。
（通年） 

・民生委員・児童委員に
ついては、元年度は
一斉改選の年である
ことから、引き続き、
広報啓発の充実に取
り組むとともに、年
齢要件の見直しによ
る影響の検証を行
う。（通年） 

・全区において、引き続
き、委嘱する市民の
方に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解し
ていただくための取
組を進めるととも
に、一人に多くの委
嘱をすることがない
よう配慮する。（通
年） 
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
した。一部の区では、広報紙で
活動紹介を行ったり、活動マ
ニュアルを作成し、委嘱の趣
旨目的の理解促進を行った。 

⑥補助金についての理解促
進 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有する。（通
年） 

・29 年度のｅラーニング
の結果を分析し、地域活
動協議会補助金に対す
る理解度を高めるため、
地域を担当する全職員
にｅラーニングを実施
する。（上期） 

・全区において、地域活動
協議会補助金説明会や
各地域活動協議会の会
議の場等で、補助金の趣
旨について説明する。
（通年） 

・新役員等を中心に、理解
促進を図るための説明
会等を開催する。（通年） 

・一部の区では、「地域カル
テ」ワークショップを継
続的に実施し、理解促進
を図る。（通年） 

 

・各区が取組の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要な対策を
検討する際に活用できるよ
う、区長会議安全・環境・防災
部会のもと、29 年度末時点の
進捗状況を参考に、北区、此花
区、港区、住之江区への取材を
実施した。（６～７月）また、
事例共有会において取材事例
の他、参考となる取組を共有
した。（10 月） 

・地域活動協議会補助金に対す
る理解度を高めるため、29 年
度のｅラーニングの結果を分
析し、学習用資料を作成し、市
民協働職員研修において講義
を実施した。（５～６月）その
後、地域を担当する職員にｅ
ラーニングを実施した。（７～
８月） 

・全区において、地域活動協議会
補助金説明会や各地域活動協
議会の運営委員会や役員会等
の会議の場等で、補助金の趣
旨について説明した。 

・新会長を集めての説明会の開
催等、新役員等を中心に、理解
促進を図るための説明会等を
開催した。 

・一部の区では、「地域カルテ」
ワークショップを継続的に実
施し、理解促進を図った。 

・役員だけでな
く実務者レベ
ルの方々にも
補助金につい
ての理解促進
を図る必要が
ある。 

 

・引き続き、各区が取組
の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要
な対策を検討する際
に活用できるよう、
区長会議安全・環境・
防災部会において、
各区の取組内容を共
有する。（通年） 

・30 年度のｅラーニン
グの結果を分析し、
地域活動協議会補助
金に対する理解度を
高めるため、引き続
き、地域を担当する
全職員にｅラーニン
グを実施する。（上
期） 

・全区において、引き続
き、地域活動協議会
補助金説明会や各地
域活動協議会の会議
の場等で、補助金の
趣旨について説明す
る。（通年） 

・一部の区では、各地域
での話し合いを進め
る中で地域活動協議
会メンバーに更に補
助金についての理解
促進を図る。（通年） 

 

⑦活動の目的の再確認 
・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有する。 

・全区において、地域活動
協議会補助金説明会や
各地域活動協議会の会
議の場等で、活動目的を
改めて確認する機会を
設ける。 

・新役員等を中心に、活動
目的を改めて確認する
機会を設ける。 

・一部の区では、「地域カル
テ」のワークショップを
継続的に実施し、活動目
的を改めて確認する機
会とする。 

・一部の区では、活動内容
をまとめたチラシを作
成し、青少年指導員や青

・各区が取組の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要な対策を
検討する際に活用できるよ
う、区長会議安全・環境・防災
部会のもと、29 年度末時点の
進捗状況を参考に、北区、此花
区、港区、住之江区への取材を
実施した。（６～７月）また、
事例共有会において取材事例
の他、参考となる取組を共有
した。（10 月） 

・全区において、地域活動協議会
補助金説明会や各地域活動協
議会の運営委員会や役員会等
の会議の場等で、活動目的を
改めて確認する機会を設け
た。 

・新会長を集めての説明会の開
催等、新役員等を中心に、活動
目的を改めて確認する機会を
設けた。 

・一部の区では、「地域カルテ」
のワークショップを継続的に
実施し、活動目的の理解促進
を図った。 

・役員だけでな
く実務者レベ
ルの方々にも
補助金につい
ての理解促進
を図る必要が
ある。 

・活動目的を達
成するために
必要な取組や
課題の把握を
早い時期に実
施する必要が
ある。 

 

・引き続き、各区が取組
の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要
な対策を検討する際
に活用できるよう、
区長会議安全・環境・
防災部会において、
各区の取組内容を共
有する。（通年） 

・全区において、引き続
き、地域活動協議会
補助金説明会や各地
域活動協議会の会議
の場等で、活動目的
を改めて確認する機
会を設ける。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、「地域カルテ」の
ワークショップを継
続的に実施し、活動
目的を改めて確認す
る機会とする。（通
年） 

・一部の区では、取組や
課題を把握するた
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
少年福祉委員に配布す
る。 

・一部の区では、青少年福祉委員
の活動内容をまとめたチラシ
を作成し、会議の場で配付す
るとともに、新たに委嘱する
委員にも配付した。 

・一部の区では、活動団体３団体
を選定し、意見交換会を実施
する予定だったが、はぐくみ
ネットコーディネーターは日
程調整がつかず元年度に延期
となった。 

め、団体と区長の意
見交換会を実施す
る。（上期） 

⑧市民活動総合ポータルサ
イトの充実 

・区役所相談窓口等行政の
窓口において、市民活動
総合ポータルサイトの
案内を行い、活用を促
す。 

・全区において、地域活動
協議会や各種団体の会
議やイベントの場、区役
所ホームページや広報
紙等を通じて、市民活動
総合ポータルサイトの
紹介を行うとともに、各
団体の登録と積極的な
活用を促す。 

・まちづくりセンターの活
用や意見交換の場など
で運用面の負担感が比
較的少ない状況を説明
し、市民活動総合ポータ
ルサイトを紹介する。 

・様々な機会を捉え、市民
活動総合ポータルサイ
トの有益性について説
明するとともに、積極的
な活用と登録を促す。 

・一部の区では、地域のイ
ベント実施の告知及び
成果・報告を、市民活動
ポータルサイトに掲載
し、つながりの端緒、機
会を広げる。 

・区役所相談窓口等行政の窓口
において、市民活動総合ポー
タルサイトの案内を行い、活
用を促した。 

・全区において、地域活動協議会
や各種団体の会議やイベント
の場、区役所ホームページや
広報紙等を通じて、市民活動
総合ポータルサイトの紹介を
行うとともに、各団体の登録
と積極的な活用を促した。 

・まちづくりセンターを通じて
市民活動ポータルサイトを紹
介した。 

・地域活動協議会や地域団体の
会議の場など様々な機会を捉
え、市民活動総合ポータルサ
イトの有益性について説明す
るとともに、積極的な活用と
登録を促した。 

・一部の区では、区役所やまちづ
くりセンターが市民活動総合
ポータルサイトに登録し、各
地域に向けその有益性を説明
した。 

・一部の区では、市民活動総合
ポータルサイトを活用し掲載
したボランティア募集によ
り、地域主催の学習支援事業
の充実が図られた。 

・地縁型団体に
市民活動総合
ポータルサイ
トに登録する
メリットを理
解いただく必
要がある。 

・引き続き、区役所相談
窓口等行政の窓口に
おいて、市民活動総
合ポータルサイトの
案内を行い、活用を
促す。（通年） 

・全区において、引き続
き、地域活動協議会
や各種団体の会議や
イベントの場、区役
所ホームページや広
報紙等を通じて、市
民活動総合ポータル
サイトの紹介を行う
とともに、各団体の
登録と積極的な活用
を促す。（通年） 

・引き続き、まちづくり
センターの活用や意
見交換の場などで運
用面の負担感が比較
的少ない状況を説明
し、市民活動総合
ポータルサイトを紹
介する。（通年） 

・引き続き、様々な機会
を捉え、市民活動総
合ポータルサイトの
有益性について説明
するとともに、積極
的な活用と登録を促
す。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、地域のイベント
実施の告知及び成
果・報告を、市民活動
ポータルサイト等に
掲載し、つながりの
端緒、機会を広げる。 

（通年） 

⑨活動への参加促進 
・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有する。 

・誰もが気軽に参加できる
活動情報等を、区のホー

・各区が取組の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要な対策を
検討する際に活用できるよ
う、区長会議安全・環境・防災
部会のもと、29 年度末時点の
進捗状況を参考に、北区、此花
区、港区、住之江区への取材を
実施した。（６～７月）また、
事例共有会において取材事例
の他、参考となる取組を共有
した。（10 月） 

・各団体の活動
への参加促進
につながるよ
う支援を進め
ていく必要が
ある。 

・引き続き、各区が取組
の進捗状況・目標達
成状況に応じて必要
な対策を検討する際
に活用できるよう、
区長会議安全・環境・
防災部会において、
各区の取組内容を共
有する。（通年） 

・引き続き、誰もが気軽
に参加できる活動情
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30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 
ムページ、ＳＮＳ、広報
紙等の各種広報媒体を
活用して紹介する。 

・誰もが気軽に参加（短時
間や短期間だけ活動に
参加）できるための仕組
みや工夫に関する情報
を提供するなどの支援
を行う。 

・一部の区では、好事例を
共有し各地域での参考
にしてもらうとともに、
情報交換を行える場を
設定する。 

・一部の区では、地域活動
協議会会長会、地域活動
協議会運営委員会など
で、効果的なボランティ
ア募集方法の事例紹介
や募集する際の注意点
を周知する。 

・誰もが気軽に参加できる活動
情報等を、区のホームページ、
ＳＮＳ、広報紙等の各種広報
媒体を活用して紹介した。一
部の区では、地域活動協議会
の紹介壁新聞を区役所等に掲
示し情報を提供した。また、一
部の区では、民間事業者と連
携し、地域情報の発信を行っ
た。 

・誰もが気軽に参加（短時間や短
期間だけ活動に参加）できる
ための仕組みや工夫に関する
情報を提供した。 

・一部の区では、各地域で行われ
ている夏のイベントや他区の
取組の事例研究及び討論を行
い、事業を深化させるきっか
けづくりを行い、その際に参
加対象を限定せず、地域活動
に関心のある住民が新たに地
域活動に参画できる場として
提供した。 

・一部の区では、地域活動協議会
運営委員会等で、ボランティ
ア募集に関する方法などの紹
介を行った。 

報等を、区のホーム
ページ、ＳＮＳ、広報
紙等の各種広報媒体
を活用して紹介す
る。（通年） 

・引き続き、誰もが気軽
に参加（短時間や短
期間だけ活動に参
加）できるための仕
組みや工夫に関する
情報を提供するなど
の支援を行う。（通
年） 

・一部の区では、引き続
き、好事例を共有し
各地域での参考にし
てもらうとともに、
情報交換を行える場
を設定する。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、地域活動協議会
会長会、地域活動協
議会運営委員会など
で、効果的なボラン
ティア募集方法の事
例紹介や募集する際
の注意点を周知す
る。（通年） 
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柱1-Ⅱ-イ 地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体） 

 

30 年度目標の達成状況 

目標 30 年度実績 30 年度目標 
の評価 

元年度目標 
（設定・変更等） 

各区の市民活動支援情報
提供窓口への問合せ件数 

29 年度 
各区における窓口の設置 

30 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 区中 20 区で目標値以上と

なった。 

 

上段：目標、下段：実績 

 
 

未達成 
北区、東淀川
区、旭区、西
成区の４区
が未達成 

 

30 年度目標の全区達成には
至らなかったが、10 区にお
いて 30 年度実績を基に元年
度目標を上方修正する。 

枠線あり：目標修正区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（理由） 
福島区、大正区、西淀川区、
淀川区、東成区、城東区、鶴
見区、阿倍野区、東住吉区、
平野区について、30 年度実
績が元年度目標以上となっ
たため。 
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取組の実施状況 

30 年度の取組内容 30 年度の主な取組実績 課題 元年度の取組内容 

①各区におけるテーマ型
団体への支援窓口の 
設置 

・認知度向上のため、区
ホームページやＳＮ
Ｓ、各種イベントの場
などを活用し周知を行
う。 

・テーマ型団体に対し
て、市民活動総合ポー
タルサイトを活用した
支援メニューなど情報
の提供を行う。 

・一部の区では、多様な
活動主体間の交流の場
への参画などにより、
テーマ型団体とのつな
がりづくりに取り組
む。 

・各区におけるテーマ型団体へ
の支援窓口の認知度向上の
ため、区ホームページやＳＮ
Ｓ、地域活動協議会との意見
交換会、区役所主催の交流会
といった各種イベントの場
などを活用し周知を行った。 

・テーマ型団体に対して、市民
活動総合ポータルサイトを
活用した支援メニューなど
情報の提供を行った。 

・一部の区では、テーマ型団体
とのつながりをつくるため、
市民活動総合ポータルサイ
トの活用に取り組んだ。 

・一部の区では区広報紙、ＨＰ
やＳＮＳを活用した支援窓
口の周知を行う予定であっ
たが、区広報紙の掲載計画に
変更が生じたため、掲載でき
ず、ＨＰへの掲載にとどまっ
た。 

・各区における
テーマ型団体
への支援窓口
の認知度が低
いため、周知が
必要。 

・引き続き、各区におけ
るテーマ型団体への支
援窓口の認知度向上の
ため、区ホームページ
やＳＮＳ、各種イベン
トの場などを活用し周
知を行うとともに、
テーマ型団体に対し
て、市民活動総合ポー
タルサイトを活用した
支援メニューなど情報
の提供を行う。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、テーマ型団体との
つながりをつくるた
め、市民活動総合ポー
タルサイトの活用に取
り組む。（通年） 

 

②ＩＣＴ利活用による市
民協働のきっかけづく
り（Ⅱ-アの取組④の再
掲） 

・ＳＮＳなどのＩＣＴを
活用して、区主催のイ
ベント等の情報や、地
域活動・地域団体等の
情報を発信し、活動へ
の参加を呼びかける。 

・ 一 部 の 区 で は 、
CivicTech 活動の情報
発信や提供を行う。 

・各区が取組の進捗状
況・目標達成状況に応
じて必要な対策を検討
する際に活用できるよ
う、CivicTech 活動など
の情報発信に関する各
区における取組を把握
し、区長会議安全・環
境・防災部会において、
各区の取組内容を共有
する。 

 

・ＳＮＳなどのＩＣＴを活用し
て、区主催のイベント等の情
報や、地域活動・地域団体等
への情報を発信し活動への
参加を呼びかけた。 

・一部の区では、区ホームペー
ジや Facebook で、CivicTech
活動の情報発信を行った。 

・各区が取組の進捗状況・目標
達成状況に応じて必要な対
策を検討する際に活用でき
るよう、CivicTech 活動など
の情報発信に関する各区に
おける取組を把握し、区長会
議安全・環境・防災部会にお
いて、各区の取組内容を共有
した。 

・一部の区では、ＧＩＳを活用
して、「子ども 110 番の家」
協力家庭の地図表示に加え、
犯罪発生情報を地図上と一
覧表に集約して発信するこ
ととしていたが、ＧＩＳの活
用が容易でないことから見
直すこととし、犯罪情報をＨ
Ｐや Twitter、Facebook で随
時情報発信し防犯意識を高
め、安全・安心に向けた地域
活動への参加の機会として
「こども 110 番の家」への協
力についてもＩＣＴを活用
して呼びかけた。 

・地域活動への
新たな担い手
の参画につな
げることが必
要である。 

 

・引き続き、ＳＮＳなど
のＩＣＴを活用して、
区主催のイベント等の
情報や、地域活動・地域
団体等の情報を発信し
活動への参加を呼びか
ける。（通年） 

・一部の区では、引き続
き、CivicTech活動の情
報発信や提供を行う。
（通年） 

・各区が取組の進捗状
況・目標達成状況に応
じて必要な対策を検討
する際に活用できるよ
う、各区におけるＩＣ
Ｔを活用した地域住民
への情報発信や対話を
進める取組を把握し、
区長会議安全・環境・防
災部会において、各区
の取組内容を共有す
る。（３月） 

 

  

※各区状況については、[別冊]をご覧ください。 


